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麻
生
大
臣
の
「
次
官
の
番
を
み
ん
な
男
に
す
れ
ば
解
決
す
る
話
な
ん
だ
よ
」
と
の
発
言
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
三
十
年
四
月
十
二
日
の
夜
、
麻
生
太
郎
財
務
大
臣
は
東
京
都
千
代
田
区
の
ホ
テ
ル
で
記
者
ら
と
懇
談
し
、

記
者
「
次
官
の
セ
ク
ハ
ラ
、
さ
す
が
に
辞
職
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
」

麻
生
大
臣
「
だ
っ
た
ら
、
男
の
番
（
記
者
）
に
替
え
れ
ば
い
い
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
な
」
「
だ
っ
て
さ
、
（
セ
ク
ハ
ラ
被
害
を

受
け
た
と
さ
れ
る
女
性
記
者
は
）
ネ
タ
を
も
ら
え
る
か
も
っ
て
そ
れ
で
つ
い
て
い
っ
た
ん
だ
ろ
。
触
ら
れ
て
も
い
な
い
ん

じ
ゃ
な
い
の
」

記
者
「
そ
れ
も
セ
ク
ハ
ラ
発
言
で
す
」

麻
生
大
臣
「
だ
か
ら
、
次
官
の
番
を
み
ん
な
男
に
す
れ
ば
解
決
す
る
話
な
ん
だ
よ
」

と
の
発
言
（
「
本
件
発
言
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。
週
刊
新
潮
な
ど
が
報
じ
て
い
る
。

日
本
国
憲
法
第
十
四
条
で
は
、
「
す
べ
て
国
民
は
、
法
の
下
に
平
等
で
あ
つ
て
、
人
種
、
信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
又
は

門
地
に
よ
り
、
政
治
的
、
経
済
的
又
は
社
会
的
関
係
に
お
い
て
、
差
別
さ
れ
な
い
」
と
謳
わ
れ
て
い
る
。

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
「
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
」
と
い

う
。
）
第
一
条
で
は
「
こ
の
法
律
は
、
法
の
下
の
平
等
を
保
障
す
る
日
本
国
憲
法
の
理
念
に
の
つ
と
り
雇
用
の
分
野
に
お
け
る

一



男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
を
図
る
」
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
同
法
第
三
条
で
は
、
「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
雇

用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
つ
い
て
国
民
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
特
に
、

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
を
妨
げ
て
い
る
諸
要
因
の
解
消
を
図
る
た
め
、
必
要
な
啓
発
活

動
を
行
う
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。

本
件
発
言
に
つ
い
て
疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

本
件
発
言
は
、
い
わ
ゆ
る
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
相
当
す
る
の
で
は
な
い
か
。

二

「
次
官
の
番
を
み
ん
な
男
に
す
れ
ば
解
決
す
る
話
な
ん
だ
よ
」
と
い
う
発
言
は
、
福
田
財
務
事
務
次
官
の
取
材
担
当
記
者

を
男
性
の
み
に
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
で
あ
り
、
日
本
国
憲
法
第
十
四
条
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如

何
。

三

本
件
発
言
は
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
第
三
条
で
い
う
、
「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の

均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
つ
い
て
国
民
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
特
に
、
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男

女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
を
妨
げ
て
い
る
諸
要
因
の
解
消
を
図
る
た
め
、
必
要
な
啓
発
活
動
を
行
う
」
こ
と
に
反

す
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

二



四

麻
生
大
臣
の
「
触
ら
れ
て
も
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
」
と
の
発
言
は
、
言
葉
に
よ
る
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
だ
け
で

は
違
法
性
は
な
く
、
「
触
ら
れ
」
な
け
れ
ば
問
題
な
い
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

五

政
府
は
、
政
府
高
官
に
よ
る
女
性
記
者
な
ど
へ
の
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
策
と
し
て
、
そ
の
取
材
担
当
記
者

か
ら
女
性
を
排
除
し
、
男
性
の
み
に
す
る
こ
と
が
妥
当
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

六

政
府
は
、
政
府
高
官
の
取
材
を
行
う
女
性
記
者
が
、
そ
の
政
府
高
官
に
よ
り
身
体
に
「
触
ら
れ
て
も
い
な
い
」
の
で
あ
れ

ば
、
卑
猥
な
言
葉
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
当
該
事
案
は
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
相
当
せ
ず
、
違
法
行
為
に

あ
た
ら
な
い
と
考
え
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

七

大
臣
が
担
当
記
者
の
性
別
に
よ
り
政
府
高
官
の
取
材
を
制
限
す
る
こ
と
に
言
及
す
る
発
言
は
、
日
本
国
憲
法
第
二
十
一
条

で
い
う
「
集
会
、
結
社
及
び
言
論
、
出
版
そ
の
他
一
切
の
表
現
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
」
に
由
来
す
る
報
道
の
自
由

を
阻
害
す
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

八

女
性
記
者
を
政
府
高
官
の
取
材
担
当
か
ら
替
え
れ
ば
い
い
と
い
う
、
「
次
官
の
番
を
み
ん
な
男
に
す
れ
ば
解
決
す
る
」
と

の
発
言
は
、
日
本
国
憲
法
第
二
十
一
条
で
い
う
国
民
の
知
る
権
利
に
由
来
す
る
「
自
己
統
治
の
価
値
」
、
す
な
わ
ち
、
国
民

が
言
論
な
ど
の
表
現
活
動
を
通
じ
て
政
治
的
意
思
決
定
に
関
与
す
る
と
い
う
民
主
的
な
政
治
の
た
め
に
な
る
よ
う
な
社
会
的

三



な
価
値
を
実
現
す
る
た
め
の
情
報
を
提
供
す
る
報
道
機
関
の
取
材
の
自
由
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ひ
い
て
は
健

全
な
民
主
主
義
の
発
展
を
毀
損
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

四


